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陳情者へ結果通知

【  陳情書等取扱フロー図  】

陳情書配付（事務局）

全　議　員

　町の行政に関する意見や要望があるときは、誰でも請願書、陳情書を町議会に提出する

ことができます。

　鰺ヶ沢町議会では、提出のあった陳情書等は受理した後、全議員に配布します。そのう

ち「鰺ヶ沢町議会請願・陳情書等の取扱基準」の定めに基づいて取り扱うものです。
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